
 警報発令にともなう対応について（お知らせ）保存版 

平成２３年５月２７日 

高松市立中央小学校 

「香川県全域または高松市」に警報が発令された場合の対応は，下記のとおりとします。

年間を通じこの対応にしたがってください。よく見える場所に掲示をお願いいたします。（今後変更

がなければ，改めてお知らせはいたしませんのでご了承ください） 

 

☆ 午前 ７ 時の時点で 

 

 

 

 

 

☆ 午前 ９ 時までの間に 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 午前 ９ 時の時点に 

 

 

 

☆ 登校後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ このお手紙は、家庭数（一番下のお子様）でお配りしています。 

大雨，洪水，暴風，大雪の

いずれかの警報が発令され

ている場合 

自 宅 待 機 

※この時点で給食は中止 

警報が解除となった場合 

警報が継続中の場合 臨 時 休 業 

学習中警報が発令された場合 

状況を判断した後，対応を家庭に連絡し

保護者による迎え，または教師引率のも

と集団下校 

※ 下校時刻は状況を考えて，学校が判断 

９時過ぎに各班ごとに集合し，

集団登校 

※ 警報解除になった時点で，学校は通学路の安

全点検をしておく。 

※ 給食は中止 

※ 午前中授業 

下校 １１時３０分頃 

学習中巨大地震等が発生した

場合 

状況を判断した後，対応を家庭に連絡し

保護者による迎え 

※ 携帯メールや緊急家庭連絡票により連絡。 

下校後は，家庭で避難場所を決めて確認して

おく 


